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重要事項説明書 

（指定居宅介護支援） 

 ご契約者様に対する居宅介護支援サービスの提供にあたり、省令第 38 号 4 条に基

づいて、当事業所がご契約者様に説明すべき重要事項は次の通りです。 

 

1 事業所概要 

事 業 者 名 称 社会福祉法人恩賜

財団済生会支部愛媛県済生会 

主 た る 事 業 者 の 所 在 地 愛媛県松山市山西町 997-1 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代 表 者 名 岡田 武志 

電 話 番 号 089－952－0332 

 

事業所名称（指定番号） 居宅介護サービスの種類 

済生会介護支援センター姫原 

（愛媛県 3870100769 号） 居宅介護支援 

 

2 事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 
要介護状態にある者に対し、適正な指定居宅介護

支援を提供することを目的とします。 

運 営 の 方 針 

＊ 利用者の方が可能な限りご自宅での日常生活

を営むことができるよう配慮するとともに、身

体の状況や環境等に応じて、利用者の方の選択

に基づき、適切な保健・医療・福祉のサービス

がよりよく提供されるよう配慮して行います。 

＊ 当事業所の介護支援専門員は、サービスの提供

にあたっては、利用者の方の意思や人格を尊重

し、いつも利用者の立場にたって、特定の居宅

サービスに偏りがないよう公正、中立に行いま

す。 

 

3 ご利用事業所 

ご利用事業所の名称 済生会介護支援センター姫原 

指 定 番 号 3870100769号 

所 在 地 愛媛県松山市姫原 1丁目 1656番地 

電 話 番 号 089-926-8355  （FAX 089-996-8680） 

設 立 年 月 日 平成 10年 12月 14日 

通常の事業実施地域 松山市（ただし、島嶼部を除きます。） 
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4 ご利用事業所の職員体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。 

職 種 配置人数 職 務 内 容 

（ 管 理 者 ） 1名 事業所の統括管理を行います。 

介護支援専門員 
専従 3名 

兼務 2名 

契約に基づき、契約者の指定居宅介護支援の提供を

行います。 

 

5 営業時間 

休 業 日 毎週日曜日、祝祭日、年末年始（12／30～1／3） 

営 業 時 間 午前 8:30～午後 5:30（月～土曜日） 

 

6 サービスの概要 

サービスの提供方法及び内容 

① 利用者の相談は、事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所で行います。 

② 利用者の必要に応じて介護保険申請及び変更申請の代行業務を行います。 

③ 居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネ

ジャーの氏名等を入院先医療機関にお伝えいただくことにより、医療連携を円滑

に行います。 

④ 居宅サービス計画の作成及び提案をし、利用者の方の同意を得た上で居宅サービ

ス事業者と連絡調整を行います。 

⑤ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主

治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等

に対してケアプランを交付します。 

⑥ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタ

リング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマ

ネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

⑦ 介護支援専門員は、月 1回を目安とし必要に応じて利用者宅を訪問します。 

⑧ 介護支援専門員は、利用者に適正な居宅サービスが提供されているか実施状況の

管理を行い、給付管理表の作成・提出を行います。 

⑨ 他事業所との間において、サービス提供についてモニタリングを行い、サービス

担当者会議を開催し、情報交換を行います。 

要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリン

グを可能とします。 

その場合、少なくとも２月に１回を目安とし必要に応じて利用者宅を訪問します。 

⑩ 居宅サービス計画の作成にあたっては、居宅サービス計画ガイドラインを活用し

ます。 

⑪ 主任介護支援専門員の資格を持った管理者を配置します。 

⑫ 居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の意思を尊重し、常に利用者の立

場に立ち、特定の指定居宅サービス等に偏ることのないよう、ケアマネジメント

の公正中立の確保を行い、そのことについて介護サービス情報公表制度に基づき、
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公表するとともに、作成された居宅サービス計画の総数のうちに、前６ヵ月にお

いて訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護等がそれぞれ位置

づけられた居宅サービス計画の割合及び各サービスの同一事業者によって提供さ

れたものの割合を利用者に（別紙：前６ヵ月に作成したケアプランの作成状況）

により説明します。 

 

7 利用料及びその他の費用 

（1）居宅介護支援費 

居宅サービス計画作成報酬（1ヶ月あたり） 
要介護 1,2の場合    10,860円 

要介護 3以上の場合   14,110円 

＊看取り期において、利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡により、サービス

利用に至らなかった場合においても、適切なケアマネジメント業務が行われている場合は、上記基本報酬を請求

することがあります。 

 

次のような場合には居宅介護支援費は減算されます。（100分の 50） 

・ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省発令台

38号）に定める規定を遵守していない場合。 

・ 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に

面接していない場合。 

・ 利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業

所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能である説明を行わなかった

場合。 

・ 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることの説明

を行わなかった場合。 

・ 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催又は担当者に対する

照会等を行っていない場合。 

・ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者

又はその家族について説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービ

ス計画を利用者及び担当者に交付していない場合。等 

・ 運営基準減算が２ヶ月以上継続している場合、所定単位数は算定しない。 

 

 

次のような場合には居宅介護支援費は加減算されます。 

 

・（特定事業所加算Ⅱ） 

 この単位を算定するにあたって下記の要件について遵守致します。（421単位/月） 

① 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目

的とした会議を定期的に開催すること。 

② 24 時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を

確保していること。 

③ 介護支援専門員 1人当りの利用者の平均件数が 50件以上でないこと。 
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④ 常勤専従の主任介護支援専門員を配置していること。 

⑤ 常勤かつ専従の介護支援専門員を 3名以上配置していること。 

⑥ 当該居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施

していること。 

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当

該支援が困難な事例に係る者に居宅介護支援を提供していること。 

⑧ 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備を

していること。（介護支援専門員実務研修における見学実習において居宅訪問を

行い、ケアマネジメントプロセスの実習の協力をお願いすることがあります。） 

⑨ 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施 

⑩ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加。 

⑪ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障害者、生活困窮者、難病患

者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修

等に参加。 

 

・（特定事業所集中減算） 

 正当な理由なく、前 6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けされた（訪問 

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与、以下、「訪問介護サービス 

等」という）の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって 

提供されたものの占める割合が８０％を超えると所定単位数から２００単位を減 

算する。 

 

・（初回加算） 

 新規に居宅サービス計画を作成した場合、2段階以上の要介護状態区分の変更認定 

を受けた利用者に対し算定（300単位/月） 

 

・（入院時情報連携加算Ⅰ） 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対し 

て必要な情報を提供した場合に算定。（入院時以前の情報提供を含む。営業時間終 

了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。） 

（250単位/月 利用者 1人につき、１ヶ月に 1回を限度） 

 

・（入院時情報連携加算Ⅱ） 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に当該病院又は診療所の 

職員に対して必要な情報を提供した場合に算定。（営業時間終了後に入院した場合 

であって、入院日から起算して３日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。） 

（200単位/月 利用者 1人につき、１ヶ月に 1回を限度） 

  

 

・（退院・退所加算） 

医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合にお
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いて、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必

要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を

行った場合に算定する。ただし、「連携３回」を算定できるのは、そのうち１回以

上について、入院中の担当医等との会議（退院時カンファレンス等）に参加して、

退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居

宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限る。 

※ 入院又は入所期間中につき１回を限度。また、初回加算との同時算定不可。 

 

 カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有 

連携 1回 Ⅰ（イ）  450単位 Ⅰ（ロ）  600単位 

連携 2回 Ⅱ（イ）  600単位 Ⅱ（ロ）  750単位 

連携 3回 × Ⅲ     900単位 

＊１回以上カンファレンス 

 

・（ターミナルケアマネジメント加算） 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又

はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上

当該利用者又はその家族の同意を得て当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心

身の状況を記録し主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事

業者に提供した場合に算定。（２４時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて居

宅介護支援を行う体制を整備している。） 

（400単位/月 利用者 1人につき、１ヶ月に 1回） 

 

・（緊急時等居宅カンファレンス加算） 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者宅を訪問し、 

カンファレンスを行い、必要に応じて居宅及び地域密着型サービスの利用調整を行 

った場合に算定。（200単位/回 月 2回を限度） 

 

・（通院時情報連携加算） 

利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に、同席し、医師又は歯科医師等に利 

用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から 

利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画書に記録した場合 

に算定。（50単位/月 利用者 1人につき、１ヶ月に 1回） 

 

・（業務継続計画未実施減算）     

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実 

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計 

画）を策定していないなどの減算体制の場合、所定単位数の 1.0％を減算。 
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・（高齢者虐待防止措置未実施減算）  

虐待の発生又はその再発を防止するための指針の整備やそれに係る委員会の定期

的な開催等を怠る減算体制の場合、所定単位数の 1.0％を減算 

 

＊全額保険給付対象となりますので、自己負担はありません。 

 

（2）交通費実費 

 通常の事業の実施地域を越えた場合、交通費の実費を請求致します。（自動車使用

時には、事業所より概ね 5ｋｍ以上の場合 1ｋｍにつき 100円を請求致します。） 

 前記（2）の料金・費用は、サービスを利用した月の翌月の 20日（月によっては日 

程が変更する場合があります。）にお支払いただきます。お支払方法については指

定いただいた金融機関（伊予銀行、愛媛銀行、愛媛県下信用金庫、愛媛県下農協組

合、四国労金、ゆうちょ銀行等）からの自動口座振替をさせていただきます。 

 

 

8 苦情申立窓口 

（1）連絡先 

ご相談窓口 

（責任者） 

管理者   鵜篭 照子 

（担当者） 

介護支援専門員 

 

受付時間 平日 午前 9時～午後 5時 

受付方法 電話 089－926－8355 

     場所 事業所内 

松山市 

 指導監査課 

受付時間 平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

受付方法 電話 089－948－6968 

     場所 松山市二番町 4丁目 7番 2号 

愛媛県社会福祉協議会 
愛媛県福祉サービス運営適正化委員会 

受付時間 平日 午前 9 時～午後 4 時 30 分 

（12：00～13：00 を除く） 

電話   089-998-3477 

場所   松山市持田町 3 丁目 8 番 15 号 

国民健康保険団体連合会 受付時間 平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

電話   089－968－8700 

場所   松山市高岡町 101番地１ 

第三者委員 

城北診療所 所長 大西 健司 

水利組合  片岡 俊則 

民生委員  藤方 里美 

受付時間 平日 午前 9時～午後 5時 

電話   089－926-3625 

電話    089－925-3606 

電話   089－925-2779 

（2）苦情処理を行うための処理体制・手順 

① 利用者からの相談・苦情等の申し出があり、その用件が軽微なもので受付 

窓口で直ちに処理できるものについては、その都度対処します。 

② 受付窓口で対処できない用件については、詳しい内容について関係者から聞

き取り調査等を行い、上司に報告して管理者を長とする関係者検討委員会を

開き、その具体的処理について迅速適切に対処します。 
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③ 相談・苦情の処理簿を備え、用件に対する具体的処理の状況を記録し保存し

ます。 

④ サービス事業者に対する用件については、直ちにサービス事業者に通知する

とともに、(①、②、③)の手順により処理し、その結果サービスが不適切と

判断される場合には、必要に応じて改善を求めていきます。 

⑤ 相談・苦情の用件について事業所内各会議において、職員の共通の課題とし

て認識を持ちサービスの充実を図ります。 

 

9  事故発生の防止及び発生時の対応（安全管理体制） 

（1） 事故が発生した場合の対応及び事故防止のための指針を整備します。 

（2） 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制 

を整備します。 

（3） 所長を安全対策管理者とします。また別に安全対策担当者を配置します。 

（4） 事故発生防止のための委員会（随時）及び従業者に対する研修を定期的（年

２回）に行います。 

（5） 利用者に対するサービスの提供において事故が発生した場合は、マニュア

ルに基づいて、直ちに管理者の責任において必要な措置を採るとともに、

利用者の家族等に連絡します。死亡事故その他重大な事故については、遅

滞なくその概要を県及び利用者の住所のある市町村に報告いたします。 

（6） 事故が発生した場合は、管理者はその原因を解明し、再発を防ぐための対

策を講じます。事故に至らない出来事（インシデント）についても、同様

とします。 

（7） 事故状況及び事故に際して採った措置について記録します。 

（8） 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行うものとします。 

  

10 その他重要事項 

（1） 事前に事業所を通じて調整を行わずに居宅サービス計画外のサービスを受

けた場合は、事業所にその旨を連絡してください。 

（2） 居宅サービス計画対象期間中に被保険者証の内容に変更が生じた場合、要

介護認定の申請を行った場合（新規・区分変更・種類変更等）各種の減免

に関する決定事項に変更等が生じた場合、生活保護・公費負担医療費の受

給資格を取得又は喪失した場合は、速やかに当事業所にご連絡ください。 

（3） 事業者やサービスの種類が、居宅サービス計画と異なることとなる場合に

は、当事業所にその旨をご連絡ください。 

（4） 短期入所生活介護の利用にあたっては、利用前に介護支援専門員に御連絡

ください。やむを得ず連絡なしに利用された場合も、遅くとも月末までに

は御連絡ください。 

（5） 上記の事項について連絡がありませんと、注）法定代理受領の取扱いがで

きずに利用者が費用の全額を立て替えなければならなくなりますのでくれ
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ぐれもご注意ください。 

 

注釈）法定代理受領…介護保険で適用範囲内に支給される給付額 

 

11 第三者評価   

第三者評価は実施していません。 

 

12 認知症に係る取組み 

   当事業所の職員は、認知症対応力の向上と利用者への介護サービスの選択に資 

する観点から、認知症に係る研修の取り組み状況について、介護サービス情報公

表制度において公表することとしています。 

    

13 感染症や災害への対応力強化 

   当施設は、感染症対策強化として、感染委員会の実施、指針の整備、感染症に 

関する研修の実施、訓練（シミュレーション）について、適宜、行います。 

   また、災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが提供できるよう 

業務継続に向けた計画等の策定を行い、研修の実施、訓練（シミュレーション） 

について、適宜、行います。 

   また訓練の実施にあたっては、防災協定を締結している姫原町内会の参加協力を 

得られるよう連携に努めます。 

 

14 高齢者虐待防止の推進 

  当施設は、入居者の人権擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその 

  再発を防止するための担当者を定め、委員会の実施、指針の整備、研修の実施を 

適宜、行います。 

 

15 ハラスメント対策 

当施設は、セクハラ、パワハラ、妊娠・出産・育児、介護休業などへのハラス 

メントに対して、男女機会均等法等におけるハラスメント対策を講じます。 

サービスご利用に際しまして、ハラスメント行為などにより健全な信頼関係を築

くことができないと判断した場合は、サービスの利用中止や契約を解除させてい

ただく場合がございます。 

 

16  掲示及び広告 

当事業所は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載します。また事業所内

の見やすい場所に書面で、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料その他の

サービスの選択に資すると認められる重要事項及び苦情の受付に関する事項を

掲示いたします。 

また指定訪問介護について広告を掲載する場合は、その内容が虚偽又は誇張した

内容にはいたしません。 
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17 介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減 

当事業所は、事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生

産性の向上に資する取組の促進を図るため、事業所における利用者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委

員会を定期的に開催いたします。 

 

18 身体拘束等の適正化の推進 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場 

合を除き、身体拘束等を行いません。 

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。 
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済生会介護支援センター姫原 
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居宅介護支援契約書 

甲（利用者）               様 

乙（事業所） 済生会介護支援センター姫原 

 

第 1条（契約の目的） 

本契約は、甲が居宅サービスを適切に利用できるように乙が甲の委託を受けて、

甲の心身の状況、置かれている環境や甲及びその家族の希望を踏まえて居宅サービ

ス計画（ケアプラン）を作成し、かつ、居宅介護サービスの提供が確保されるよう

居宅介護サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行う居宅

介護支援（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）について定めることを目的とします。 

 

第２条（契約期間） 

本契約の有効期間は、令和  年  月  日～令和  年  月  日としま

す。但し甲の契約時の要介護認定有効期間の満了日が、上記の契約期間の満了日よ

り前に到来し、要介護（支援）認定が更新される場合は、更新後の要介護)認定有

効期間の満了日をもって本契約期間の満了日とします。 

２ 利用者が要支援 1、要支援 2 または自立と判断された場合には、その時点で契約

を終了します。 

３ 契約期間満了の 7日前までに、甲から契約終了の申し入れがない場合は、本契約

は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

第３条（介護支援専門員） 

乙は、その事業所に属する介護支援専門員に、甲の居宅サービス計画（ケアプラ

ン）作成に関する業務を担当させることとします。 

２ 乙の介護支援専門員は、常に身分証を携行し、甲またはその家族から求められた

場合には、これを提示しなければなりません。 

 

第４条（居宅介護支援の内容） 

乙は、甲に対し、次の各号に掲げる居宅介護支援を提供します。 

乙は、甲の要介護認定（要介護更新認定、要介護状態区分変更の認定、サービス

の種類の変更を含む。以下、「要介護認定等」という。）に係る申請等について、

甲の意思を確認したうえで、申請の代行等必要な援助を行います。 

（1） 乙は、甲の心身の状況、置かれている環境、甲及びその家族の希望を踏まえて、 

居宅サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

（2） 乙は、前項の居宅サービス計画（ケアプラン）に基づく居宅介護サービス等の 

提供が確保されるよう、居宅介護サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の
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提供を行います。 

（3） 乙は、居宅サービス計画（ケアプラン）作成後においても、居宅サービス計画 

の実施状況の把握及びこれに基づく給付管理票の提出を行うとともに、必要に応

じて居宅サービス計画（ケアプラン）の変更その他の便宜の提供を行います。 

 

第５条（要介護認定等に係る申請の援助） 

乙は、甲の意思を踏まえ、甲の要介護認定等の申請に必要な協力を行います。 

２ 乙は、甲が要介護認定等を受けていない場合、甲の意思を踏まえて、速やかに要 

介護認定等に係る申請が行われるよう必要な援助を行います。 

３ 乙は、甲の要介護認定の更新申請が、契約時における甲の要介護認定有効期間の 

満了日の 1ヶ月前までには行われるよう、甲の希望に基づき申請の代行等必要な援

助を行います。 

 

第６条（実施期間） 

乙は、甲から要介護認定等に係る申請の代行を依頼された場合は、甲が申請に必

要な協力に応じない等の正当な理由がない限り、依頼日より 7日以内に申請手続き

を終了しなければなりません。 

２ 乙は、居宅サービス計画（ケアプラン）作成に必要な甲の協力が得られない等の 

正当な理由がない限り、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し、甲に提示しな

ければなりません。 

３ 甲は、乙の介護支援専門員が上記第 1項及び第 2項に定める業務を行うにあたり、 

必要な協力を行わなければなりません。 

 

第７条（居宅サービス計画の原案の作成） 

乙は、担当者である介護支援専門員に以下に定める事項を遵守させたうえで、居

宅サービス計画（ケアプラン）の原案の作成業務を行わせます。 

（1） 居宅サービス計画の（ケアプラン）の作成の開始にあたり、当該地域における 

指定居宅介護サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を甲ま

たはその家族に提供し、甲に対しサービスの選択を求めます。 

（2） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成にあたっては、甲及びその家族宅を訪 

問して面接を行い、甲に対する介護支援を行ううえで解決すべき課題を把握し、

提供されるサービスの目標と達成時期、サービスを提供するうえでの留意点等を

盛り込んだ居宅サービス計画（ケアプラン）の原案を作成します。 

（3） 作成した居宅サービス計画（ケアプラン）の原案の内容については、居宅介護 

サービス等の担当者に対する照会等により、担当者からの専門的見地での意見を

聴取します。 

（4） 甲が、訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望して 

いる等必要な場合には、甲の同意を得て主治医等の意見を求めるようにします。 

（5） 居宅サービス（ケアプラン）に前項の当該医療サービスを位置づける場合には、 

当該サービスに係る主治医等の指示がある場合に限り、これを行うものとし、指

定居宅介護サービス等を位置づける場合には、当該留意点を尊重してこれを行い
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ます。 

（6） 前項の原案に位置づけた指定居宅介護サービス等について、保険給付の対象か 

否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について甲及びその家族に対

して説明し、文書による甲の同意を得ます。 

２ 甲は、乙の介護支援専門員が上記の業務を遂行するにあたり、可能な限り協力し 

なければなりません。 

 

第８条（サービス実施状況の管理及び苦情処理） 

乙の介護支援専門員は、居宅サービス計画（ケアプラン）作成後も、計画の実施

状況の把握に努め、必要に応じて計画の変更、居宅介護サービス事業者等との連絡

調整等の便宜の提供を行います。 

２ 乙の介護支援専門員は、給付管理票を毎月作成し、国民保険団体連合会に提出し 

ます。 

３ 乙は、甲またはその家族からの苦情に対して苦情受付窓口を設置して、迅速かつ

適切に対応するものとします。 

４ 乙は、甲がその居宅における日常生活が困難となったと認めた場合、または、甲

が介護保険施設への入院または入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その

他の便宜の提供を行わなければなりません。 

 

第９条（中立義務） 

乙は、甲により委託された居宅介護支援業務を行うにあたっては、甲に提供され

る居宅介護サービスが特定の種類に偏することのないよう、契約時の説明等におい

て、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に

対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事

業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付け

た理由を求めることが可能であることを説明し、公正中立に行わなければなりませ

ん。 

 

第１０条（報酬） 

甲は、乙が提供する居宅介護支援に対する利用料として、別紙「重要事項説明書」

に記載した金額を支払わなければなりません。ただし、乙が、介護保険法令に基づ

き、甲に代わって右利用料に相当する保険給付を受領する場合にはこの限りではあ

りません。 

 

第１１条（守秘義務） 

乙及びその従事者は、居宅介護支援を提供するうえで知り得た甲またはその家族

に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩してはいけません。この守秘義務は、

本契約終了後も継続します。 

２ 甲に係る関係機関等との連絡調整を図るなど正当な理由がある場合には、甲及び

その家族に対し事前に同意を得たうえで、甲または甲の家族の個人情報を用いるこ

とができるものとします。 
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３ その他甲の及びその家族等の情報の取扱については、乙は個人情報保護法に基づ

き適切に行います。 

 

第１２条（契約の解除） 

  甲は、いつでも本契約を解除することができます。ただし、契約解除により乙に

不測の損害が生じた場合、甲は乙に対し損害を賠償する責任を負います。 

２ 乙は、甲の居宅介護支援の業務を行うにあたって、甲又はその家族等が下記の各

号に規定するような双方の信頼関係を損壊する行為があった場合には、本契約を

解除することができるものとします。 

（1）暴力行為や恫喝行為等のあった場合。 

（2）パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為があっ

た場合。 

（3）宗教活動、政治活動、営利活動等を行った場合。 

（4）著しく、常識を逸脱した迷惑行為等があった場合。 

 

第１３条（記録の保管・情報の開示） 

  乙は、甲の居宅サービス計画（ケアプラン）、その実施に関する記録等を 5 年間

保管しなければなりません。 

２ 前条第 1項の規定により甲が本契約を解除した場合で、甲が他の居宅介護支援事

業者の利用を希望する場合、または、前条第 2項の規定によりやむを得ず本契約を

解除した場合、その他甲から申し出があった場合には、乙は甲に対して直近の居宅

サービス計画（ケアプラン）及びその実施状況に関する書類を交付しなければなり

ません。 

 

第１４条（事故発生の防止及び発生時の対応）  

乙は、事故発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるも

のとします。 

（1）事故が発生した場合の対応、事故発生防止のための指針を整備します。 

（2）乙は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、 

当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整 

備することとします。 

（3）所長を安全対策責任者とすることとします。 

（4）事故発生防止のための委員会（随時）及び従業者に対する研修を定期的（年２ 

回）に行うこととします。 

２ 乙は、利用者に対するサービスの提供において事故が発生した場合は、前項のマ

ニュアルに基づいて、直ちに管理者の責任において必要な措置を採るとともに、利

用者の家族等に連絡しなければなりません。死亡事故その他重大な事故については、

遅滞なくその概要を県及び利用者の住所のある市町村に報告することとします。 

３ 事故が発生した場合は、管理者はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講

じなければなりません。事故に至らない出来事（インシデント）についても、同様

とします。 



 17 

４ 乙は、前項の事故状況及び事故に際して採った措置について記録します。 

５ 乙は、天災地異等不可抗力による場合を除き、利用者に対するサービスの提供の

際、乙の責に帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行うものとします。但し、当該事故の発生につき、甲の側に重過失がある場

合は、損害賠償の額を減じることができます。 

 

第１５条（損害賠償責任） 

  乙は、本契約に基づく居宅介護支援の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由に

より甲に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務

に違反した場合も同様とします。ただし、甲に故意または過失が認められる場合に

は、甲の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任

を減じることができるものとします。 

２ 乙は、万一の事故発生に備えて必要な保険に加入するものとします。 

 

第１６条（免責） 

  乙は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわ

け次の各号に該当する場合には、乙は損害賠償責任を免れます。 

１．甲が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ 

を告げずまたは不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

２．甲が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して、故

意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生

した場合 

３．甲の急激な体調の変化等、乙の実施したサービスを原因としない事由に専ら 

起因して損害が発生した場合 

４．甲が、乙もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起 

因して損害が発生した場合 

５．甲の心身機能の維持及び改善を目的としたケアプランに基づき、介護サービ 

スを提供した結果、それに起因して不測の損害が発生した場合。 

 

第１７条（合意管轄） 

  本契約に起因する紛争に関して訴訟が生じたときは、松山地方裁判所をもって第

一審管轄裁判所とすることを、甲及び乙はあらかじめ合意します。 

 

第１８条（協議事項） 

  本契約に定めのない事項について問題が生じたときは、介護保険法令その他諸法

令の定めるところを尊重し、乙は甲またはその家族と誠意をもって協議するものと

します。 

 

 

第１９条（介護報酬請求受領業務及び居宅介護サービス利用契約にかかる委任） 
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  乙は、介護報酬請求受領業務及び居宅介護サービス利用契約に係る権限を事業者

である社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部愛媛県済生会より委任を受け、当該サービスの提

供にあたります。 
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居宅介護支援契約に関する個人情報使用同意書 

 

 

 私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内

で使用することに同意します。 

 

 

記 

 

 

１．使用する目的 

   利用者のための居宅介護サービス計画作成（変更）及びこれに沿った円滑なサービス提供のた

めに実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員や事業所及び関係機関との連絡調整等にお

いて必要な場合 

 

 

２．個人情報の使用範囲 

   ○主治医及び担当診療医や医療機関の担当者 

○担当介護支援専門員等及びサービス事業所等 

○入所及び入院を希望される施設、病院等（照会を含む） 

○居宅介護支援に協力が必要な地域の行政機関や民生委員などの関係機関（団体）の担当者（利

用者の居宅介護支援に協力が必要な関係者） 

○その他、連携の必要な機関 

○介護保険認定調査員からの心身状況についての照会 

 

 

３．使用にあたっての条件 

  （１）個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのない

よう細心の注意を払うこと。 

  （２）緊急を要すると判断した場合は、必要最低限の個人情報を上記以外の者に提供することも

ある。その場合は、相手方に対して、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を

促すとともに、速やかに利用者に対して報告すること。 

  （３）個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。 
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   事業所   所 在 地  松山市姫原１丁目１６５６番地 

         事業所名  済生会介護支援センター姫原 

        

説 明 者                      印   

 

以上、居宅介護支援の契約書、重要事項説明書、個人情報の使用に関する同意書に 

ついての説明を受け、契約を締結します。なお、本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、利

用者、事業所が署名捺印の上、１通ずつを保有することとします。 

                               令和   年   月   日 

  

甲（利用者） 

   住所                                   

          

        氏名                             印     

 

        電話                                   

 

        （署名代行者）氏名               印  （続柄）      

               

 住所                            

               

電話                            

 

   （家族代表者）住所                                 

 

          氏名                    印  （続柄）      

  

          電話                                 

 

 

 

乙（事業所） 

    住所   松山市姫原１丁目１６５６番地                   

 

              事業所  済生会介護支援センター姫原           印     

 

       管理者  鵜篭 照子                            

 

       電話   ０８９－９２６－８３５５       
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